
　

ユ
ー
パ
レ
ス
弁
天
を
利
用
し
て
健
康
づ
く

り
を
始
め
ま
せ
ん
か
。
ユ
ー
パ
レ
ス
弁
天
の

プ
ー
ル
ま
た
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ジ
ム
を
利
用

で
き
る
補
助
券
を
交
付
し
ま
す
。
１
回
に
つ

き
２
０
０
円
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象

　

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
人

・
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
し
て
い
る
人

・
本
年
度
中
に
満
40
歳
以
上
に
な
る
人

・
保
険
税（
保
険
料
）の
滞
納
が
な
い
世
帯
の

人
・
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
場
合
、
令
和
３

年
度
中
に
特
定
健
診（
人
間
ド
ッ
ク
を
含

む
）を
受
診
し
た
人

※
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
保
健
事
業
の
一
環
で
あ
る
た
め
社
会
保

険
に
加
入
し
て
い
る
人
は
対
象
外
で
す

▼
交
付
枚
数
・
募
集
人
数

①
国
民
健
康
保
険
加
入
者（
１
人
50
枚
）

・
先
着
３
０
０
人（
受
け
付
け
中
）

②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者（
１
人
50

枚
）

・
先
着
１
０
０
人（
受
け
付
け
中
）

▼
申
込
場
所

　

健
康
づ
く
り
推
進
課（
ヴ
ィ
ー
ブ
ル
内
）

▼
持
っ
て
く
る
も
の

　

保
険
証

　

市
民
の
皆
さ
ん
が
納
め
る
市
税
は
、
安
全

で
快
適
な
生
活
を
送
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い

市
の
貴
重
な
財
源
で
す
。
納
付
は
左
記
の
金

融
機
関
の
ほ
か
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
も
で
き
ま
す
。

　

税
金
は
必
ず
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

市
税
の
納
付
は
口
座
振
替
が
便
利

　

口
座
振
替
の
手
続
き
を
行
な
う
と
、
金
融

機
関
な
ど
へ
納
付
に
行
く
必
要
も
な
く
、
納

め
忘
れ
の
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

年
度
途
中
の
申
し
込
み
も
で
き
ま
す
。

▼
口
座
振
替
や
納
付
が
で
き
る
金
融
機
関

　

菊
池
地
域
農
業
協
同
組
合
・
肥
後
銀
行
・

熊
本
銀
行
・
熊
本
信
用
金
庫
・
熊
本
第
一

信
用
金
庫
・
熊
本
中
央
信
用
金
庫
・
熊
本

県
信
用
組
合
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
預
金
通
帳（
口
座
番
号
確
認
の
た
め
）

・
金
融
機
関
届
出
印

・
納
税
通
知
書（
納
税
義
務
者
確
認
の
た
め
）

▼
受
付
場
所

　

税
務
課
、
西
合
志
総
合
窓
口(

御
代
志
市

民
セ
ン
タ
ー
）、
泉
ヶ
丘
支
所
、
須
屋
支

所
、
右
記
の
市
内
金
融
機
関

令
和
４
年
度
軽
自
動
車
税(

種
別
割)

の

減
免
申
請

　

申
請
に
よ
り
１
台
に
限
り
軽
自
動
車
税
の

減
免
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

▼
対
象

・
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
人
が
所
有
す
る

軽
自
動
車
な
ど

・
精
神
障
が
い
が
あ
る
人
ま
た
は
18
歳
未
満

の
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
人
と
同

一
生
計
の
家
族
な
ど
が
所
有
し
、
通
院
、

通
学
な
ど
に
使
う
軽
自
動
車
な
ど

※
障
が
い
の
程
度
に
よ
り
該
当
に
な
ら
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す

※
普
通
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
る
人
は
軽

自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

▼
申
請
期
限　
納
税
通
知
書
が
届
い
て
か
ら

５
月
24
日
㈫（
平
日
の
み
）

※
納
税
通
知
書
は
５
月
初
旬
に
郵
送
し
ま
す

※
申
請
期
間
外
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん

▼
必
要
書
類
等

①
納
税
通
知
書(

納
付
せ
ず
に
お
持
ち
く
だ

さ
い)

②
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、
療

育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の

い
ず
れ
か

③
運
転
者
の
運
転
免
許
証

④
自
動
車
検
査
証(

車
検
証)

⑤
所
有
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の

⑥
運
転
者
が
障
が
い
者
本
人
以
外
の
場
合
は

そ
の
他
添
付
書
類

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　

確
認
し
て
く
だ
さ
い

▼
受
付
場
所　
税
務
課

　

人
間
ド
ッ
ク
受
診
費
用
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。
健
診
受
診
は
健
康
づ
く
り
の
第
一
歩

で
す
。
早
期
発
見
・
早
期
治
療
の
た
め
、
定

期
的
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象（
い
ず
れ
も
先
着
順
）

①
国
民
健
康
保
険
加
入
者（
９
０
０
人
）

・
令
和
４
年
４
月
１
日
時
点
お
よ
び
受
診
日

に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
人

・
本
年
度
中
に
満
40
歳
以
上
に
な
る
人

・
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
な
い
世
帯
の

人
・
特
定
健
診（
集
団
健
診
・
個
別
健
診
）を
受

け
な
い
人

②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

　
（
１
４
０
人
）

・
受
診
日
時
点
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
て
い
る
人

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
滞
納
が
な
い

　

人
・
後
期
高
齢
者
健
診（
集
団
健
診
・
個
別
健

診
）を
受
け
な
い
人

▼
補
助
の
内
容

　

人
間
ド
ッ
ク
検
診
料
金
の
７
割
以
内
で
、

上
限
２
５
、
０
０
０
円

▼
申
込
期
間

　

5
月
17
日
㈫
～
６
月
10
日
㈮

※
期
間
を
過
ぎ
た
場
合
は
受
け
付
け
で
き
ま

ユ
ー
パ
レ
ス
弁
天
プ
ー
ル
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ジ
ム

利
用
券
補
助

令
和
４
年
度
人
間
ド
ッ
ク
受
診
費
用
を
補
助
し
ま
す

税
金
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

●
問
い
合
わ
せ
先　
健
康
づ
く
り
推
進
課　
（
ヴ
ィ
ー
ブ
ル
内
）　
☎（
２
４
８
）１
１
７
３

●
問
い
合
わ
せ
先　
健
康
づ
く
り
推
進
課　
（
ヴ
ィ
ー
ブ
ル
内
）　
☎（
２
４
８
）１
１
７
３

●
問
い
合
わ
せ
先　
税
務
課　
☎（
２
４
８
）１
１
１
４

運
動
で
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
せ
ん
か

市
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
の
人
へ

み
ん
な
の
税
金

日
曜
開
庁
で
も
納
付
で
き
ま
す

▼
と
き　

　

毎
週
日
曜
日　

午
前
９
時
～
午
後
１
時

▼
と
こ
ろ　
税
務
課

固
定
資
産
税
課
税
台
帳
を

縦
覧
・
閲
覧
で
き
ま
す

▼
縦
覧　
納
税
者
が
市
内
の
土
地
・
家
屋
の

価
格
を
確
認
で
き
ま
す
。

※
縦
覧
期
限　

６
月
30
日
㈭（
平
日
の
み
）

▼
閲
覧　
納
税
者
な
ど
が
自
己
資
産
の
内
容

を
確
認
で
き
ま
す
。（
通
年
）

▼
手
数
料　
無
料

▼
必
要
な
も
の　
資
格
者
で
あ
る
と
確
認
で

き
る
も
の（
運
転
免
許
証
・
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
・
保
険
証
・
賃
貸
借
契
約
書
・

売
買
契
約
書
な
ど
）

▼
受
付
場
所　
税
務
課

※
同
一
市
町
村
に
有
す
る
土
地
・
家
屋
・
償

却
資
産
の
課
税
標
準
額
が
一
定
の
額
に
満

た
な
い（
土
地
30
万
円
未
満
、
家
屋
20
万

円
未
満
、
償
却
資
産
１
５
０
万
円
未
満
）

こ
と

せ
ん

▼
申
込
場
所

　

健
康
づ
く
り
推
進
課(

ヴ
ィ
ー
ブ
ル
内)

、

西
合
志
総
合
窓
口（
御
代
志
市
民
セ
ン
タ

ー
）、
泉
ヶ
丘
支
所
、
須
屋
支
所

▼
持
っ
て
く
る
も
の

　

保
険
証

※
コ
ー
ス
内
容
・
料
金
表
、
人
間
ド
ッ
ク
補

助
金
申
請
書
な
ど
は
5
月
10
日
㈫
以
降
に

各
申
込
窓
口
に
配
置
し
ま
す

▼
注
意
事
項

・
受
診
日
前
に
国
民
健
康
保
険
の
資
格
を
喪

失（
社
会
保
険
へ
の
加
入
な
ど
）し
た
人
に

は
補
助
が
で
き
ま
せ
ん
。

・
特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診
と
の
二
重

受
診
な
ど
で
補
助
対
象
に
該
当
し
な
い
こ

と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
全
額
受
診
者
負

担
と
な
り
ま
す
。

▼令和４年度　市税の納期限と口座振替日

▼縦覧・閲覧ができる人

　
市
税
な
ど
を
滞
納
す
る
と
、
延
滞
金
の
加

算
や
財
産
の
差
し
押
さ
え
が
行
な
わ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
何
ら
か
の
理
由
で
納
期
内

納
付
が
困
難
な
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

軽自動車税
市 県 民 税 ･
固定資産税･
国民健康保険税

口座振替日 口座振替依頼書
提出期限

全　期 5月31日（火）

左記と同じ

		4月28日（木）
第１期 6月30日（木） 		5月31日（火）
第２期 8月	１日（月） 		6月30日（木）
第３期 8月31日（水） 		7月29日（金）
第４期 9月30日（金） 		8月31日（水）
第５期 10月31日（月） 		9月30日（金）
第６期 11月30日（水） 10月31日（月）
第７期 12月28日（水）12月26日（月）11月30日（水）
第８期 1月31日（火） 左記と同じ 12月28日（水）
※ゆうちょ銀行の口座振替依頼書提出は、上記の提出期限よりさらに１カ月前までです

資格者 縦　覧 閲　覧
納税者 ○ ○
免税点未満※により課税
が発生しない人 × ○

納税者の同居の親族 ○ ○
別居の親族（委任状が必要） ○ ○
納税管理人 ○ ○

借地人・借家人 ×
○

当該権利の目
的である土地・
家屋に限る

1月1日以降の新所有者 × ○
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